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(57)【要約】
【課題】血液回路を単純化することができ、したがって
より過誤防止に寄与し、また、部品点数が少ないため製
造コストが削減され、血液浄化処理ごとに廃棄される部
材がより少なく経済性にも優れる、血液浄化器を提供す
ること。
【解決手段】体外循環血液を浄化する血液浄化器であっ
て、上記血液浄化器は、血液入口を有する動脈側端部と
、上記体外循環血液を浄化する単一の血液浄化部と、血
液出口を有する静脈側端部とを有し、上記動脈側端部及
び／又は上記静脈側端部に、上記体外循環血液に補液を
供給するための補液入口をさらに有する、血液浄化器。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体外循環血液を浄化する血液浄化器であって、
　前記血液浄化器は、血液入口を有する動脈側端部と、上記体外循環血液を浄化する単一
の血液浄化部と、血液出口を有する静脈側端部とを有し、
　前記動脈側端部及び／又は前記静脈側端部に、前記体外循環血液に補液を供給するため
の補液入口をさらに有する、血液浄化器。
【請求項２】
　前記動脈側端部及び／又は前記静脈側端部に、前記体外循環血液と前記補液入口から流
入する補液とを均一に混合するための混合手段をさらに有する、請求項１に記載の血液浄
化器。
【請求項３】
　前記血液浄化器は、前記体外循環血液に透析液を接触させて血液を浄化する血液透析器
である、請求項１又は２に記載の血液浄化器。
【請求項４】
　前記血液浄化器は、中空糸の内側を流れる体外循環血液に、前記中空糸の外側を流れる
透析液を接触させて血液を浄化する中空糸型血液透析器である、請求項３に記載の血液浄
化器。
【請求項５】
　前記透析液を補液として前記体外循環血液に供給するオンライン型血液浄化装置ととも
に用いられる、請求項３又は４に記載の血液浄化器。
【請求項６】
　前記動脈側端部及び／又は前記静脈側端部に、血液浄化の間に混入又は発生する気体を
捕獲することができる所定容量をもつ内部空間を有する、請求項１～５のいずれか一項に
記載の血液浄化器。
【請求項７】
　前記補液入口に補液を直接供給するための少なくとも１つの補液供給流路と、前記体外
循環血液の流れの異常を検出するための、前記補液供給流路を流れる補液の圧力を測定す
る補液圧力測定手段とを有する、血液浄化装置とともに用いられる、請求項１～６のいず
れか一項に記載の血液浄化器。
【請求項８】
　前記血液浄化器は、前記補液入口に接続された補液入口管状部材をさらに有する、請求
項１～７のいずれか一項に記載の血液浄化器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血液浄化器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　体外を循環する血液（以下、「体外循環血液」ともいう。）を浄化する血液浄化器と共
に血液浄化装置を用いて、血液を浄化処理する技術が広く知られている。
【０００３】
　血液浄化処理では、一般に、血液中から水分や老廃物等が取り除かれることに伴い、体
外循環血液の希釈、浄化量の増大、水分や電解質等の物質バランスの調整、及びｐＨの調
整といった様々な目的から、体外循環血液に対して補液を供給する。
【０００４】
　体外循環血液に対して補液を供給する方法としては、血液浄化器に流入する前の体外循
環血液に対して補液を供給する、いわゆる「前希釈」法、血液浄化器から流出した後の体
外循環血液に対して補液を供給する、いわゆる「後希釈」法、及びこれらの組合せが挙げ
られる。いずれの方法においても、従来は、血液回路、又は血液回路上のドリップチャン
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バーに、補液を供給するための管状部材（以下、「補液入口管状部材」ともいう。）を接
続して、体外循環血液に補液を供給している。
【０００５】
　例えば、特許文献１（特開２０１１－１１００９８号公報）には、オンライン型血液透
析濾過に適用される血液浄化装置であって、動脈側血液回路２の動脈側チャンバ９に接続
された第１接続ラインＬ４と、静脈側血液回路３の静脈側チャンバ１０に接続された第２
接続ラインＬ５と、動脈側血液回路２に接続された透析液供給ラインＬ６とを有する血液
浄化装置が記載されている。特許文献１に記載された血液浄化装置は、第１接続ラインＬ
４、第２接続ラインＬ５、及び透析液供給ラインＬ６を介して、透析液を補液として体外
循環血液に供給している（特許文献１の段落００２３、００３１、００３２、及び００４
２～００４５、並びに図３～５等を参照）。
【０００６】
　体外循環血液に対して補液を供給する他の従来の方法として、例えば、特許文献２には
、動脈側チャンバとしての動脈血溜め（４６）、静脈側チャンバとしての静脈血溜め（６
４）、及びマニホルド（５１）等を備える特殊なカートリッジ（４２）において、動脈血
溜め（４６）に塩水チューブ（９８）を設け、該塩水チューブ（９８）から塩水を供給す
る方法が記載されている（引用文献２の図２等を参照）。このように、従来の血液浄化装
置の開発傾向としては、血液チューブセット（ＢＴＳ）のような特殊で複雑な部品を追加
することによって、それぞれの課題を解決しようとするものであった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－１１００９８号公報
【特許文献２】特許第３９５１０３０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　近年、血液浄化を必要とする患者数の増加に伴い、一人の担当看護師や医師が一度に担
当しなければならない患者数が増加し、作業負担が増大している。例えば、血液浄化処理
の現場では、一人の担当看護師又は医師が一度に１０人以上もの患者を担当することがあ
る。このとき、血液浄化処理ごと、血液回路等の接続及び取り外しにかかるチェックポイ
ントが例えば単純化のため１０カ所（実際にはそれ以上と考えられる。）あるとすれば、
１０人以上の患者を見るためには実に１００以上の確認作業が必要である。したがって、
血液浄化処理をより簡便なものにし、作業負担を軽減することが強く望まれている。作業
負担を軽減することができれば、作業の効率化ばかりでなく、過誤防止にもつながる。
【０００９】
　しかしながら、特許文献１に記載されているように、血液回路、又は血液回路上のドリ
ップチャンバーへと補液を供給する従来の態様では、補液入口管状部材自体や、補液入口
管状部材を血液回路又はドリップチャンバーへと接続するための接続部材が必要であり、
部品点数が増加して血液回路が複雑化する。
【００１０】
　また、ドリップチャンバーや接続部材を含む血液回路は患者の血液に触れるため、血液
浄化処理ごとに廃棄される。したがって、血液回路の部品点数の増加は、経済上好ましく
ないという問題もある。
【００１１】
　引用文献２に記載されている血液浄化装置では、カートリッジ（４２）における動脈血
溜め（４６）に塩水チューブ（９８）を設けている。しかしながら、カートリッジ（４２
）を含む血液チューブセット（ＢＴＳ）は、血液浄化器とは別の特殊な部品であり、部品
点数はほとんど削減されず、やはり製造コストがかかる。また、このような血液チューブ
セット（ＢＴＳ）は使い捨てであり、血液浄化処理前に血液浄化器及び血液浄化装置へと
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接続され、血液浄化処理後に取り外すことが必要であるから（引用文献２の第８頁第２５
～２６行、及び第３２～３４行）、やはり作業負担の低減に繋がらない。
【００１２】
　本発明は、血液回路を単純化することができ、したがってより過誤防止に寄与し、また
、部品点数が少ないため製造コストが削減され、血液浄化処理ごとに廃棄される部材がよ
り少なく経済性にも優れる、血液浄化器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本願発明者らは、上記課題を解決するため鋭意検討を重ねた結果、特殊で複雑な部品を
追加しようとする従来の血液浄化装置の開発傾向に反し、血液浄化器の動脈側端部及び／
又は静脈側端部に補液入口を設けることにより上記課題を解決できることを見いだし、本
発明を完成するに至った。すなわち、本発明は以下のとおりである。
〔１〕　体外循環血液を浄化する血液浄化器であって、上記血液浄化器は、血液入口を有
する動脈側端部と、上記体外循環血液を浄化する単一の血液浄化部と、血液出口を有する
静脈側端部とを有し、上記動脈側端部及び／又は上記静脈側端部に、上記体外循環血液に
補液を供給するための補液入口をさらに有する、血液浄化器。
〔２〕　上記動脈側端部及び／又は上記静脈側端部に、上記体外循環血液と上記補液入口
から流入する補液とを均一に混合するための混合手段をさらに有する、項目〔１〕に記載
の血液浄化器。
〔３〕　上記血液浄化器は、上記体外循環血液に透析液を接触させて血液を浄化する血液
透析器である、項目〔１〕又は〔２〕に記載の血液浄化器。
〔４〕　上記血液浄化器は、中空糸の内側を流れる体外循環血液に、上記中空糸の外側を
流れる透析液を接触させて血液を浄化する中空糸型血液透析器である、項目〔３〕に記載
の血液浄化器。
〔５〕　上記透析液を補液として上記体外循環血液に供給するオンライン型血液浄化装置
とともに用いられる、項目〔３〕又は〔４〕に記載の血液浄化器。
〔６〕　上記動脈側端部及び／又は上記静脈側端部に、血液浄化の間に混入又は発生する
気体を捕獲することができる所定容量をもつ内部空間を有する、項目〔１〕～〔５〕のい
ずれか一項に記載の血液浄化器。
〔７〕　上記補液入口に補液を直接供給するための少なくとも１つの補液供給流路と、上
記体外循環血液の流れの異常を検出するための、上記補液供給流路を流れる補液の圧力を
測定する補液圧力測定手段とを有する、繰り返し使用可能な血液浄化装置とともに用いら
れる、項目〔１〕～〔６〕のいずれか一項に記載の血液浄化器。
〔８〕　上記血液浄化器は、上記補液入口に接続された補液入口管状部材をさらに有する
、項目〔１〕～〔７〕のいずれか一項に記載の血液浄化器。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の血液浄化器は、上記のような構成を有するため、血液浄化処理前の機材の接続
及び血液浄化処理後の機材の取り外し等にかかる作業負担を軽減することができ、したが
ってより過誤防止に寄与し、また、部品点数が少ないため製造コストが削減され、血液浄
化処理ごとに廃棄される部材がより少なく経済性にも優れる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の実施形態による血液浄化器を示す模式図である。
【図２】図２は、本発明の好ましい実施形態における血液浄化器の断面を示す模式図であ
る。
【図３】図３は、本発明の好ましい実施形態における血液浄化器、及びこれと共に用いら
れる血液浄化装置を示す模式図である。
【図４】図４は、従来の血液浄化器と共に用いられる血液回路を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１６】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態（以下、「本実施形態」という。）による
血液浄化器を詳細に説明するが、本実施形態に限定されるものではない。
【００１７】
《血液浄化器》
　図１は、本発明の実施形態による血液浄化器を示す模式図である。本実施形態の血液浄
化器は、体外循環血液を浄化する血液浄化器（２００）であって、上記血液浄化器は、血
液入口（２０３）を有する動脈側端部（２０１）と、上記体外循環血液を浄化する単一の
血液浄化部（２１６）と、血液出口（２０４）を有する静脈側端部（２０２）とを有し、
上記動脈側端部及び／又は上記静脈側端部に、上記体外循環血液に補液を供給するための
補液入口（２０７）をさらに有する。
【００１８】
　図４は、従来の血液浄化器と共に用いられる血液回路を示す模式図である。なお、本願
明細書において、用語「血液回路」は、血液入口管状部材及び血液出口管状部材の総称と
して使用する。従来は、血液回路、又は血液回路上のドリップチャンバーに補液入口管状
部材を接続して、体外循環血液に補液を供給している。例えば、図４に示す血液回路は、
血液入口管状部材（４０１）、及び血液出口管状部材（４０２）上に設けられたドリップ
チャンバー（４０３）に、補液入口管状部材（４０５）が接続されている。したがって、
補液入口管状部材自体、及びこれを接続するＴ字管等の接続部材（４０７）が必要であり
、部品点数が増加して血液回路が複雑化する。
【００１９】
　これに対して、本実施形態の血液浄化器は、例えば、図１に示すように、動脈側端部及
び／又は静脈側端部に、体外循環血液に補液を供給するための補液入口を有することによ
って、従来必要であった図４に示す血液回路上の補液入口管状部材、及びこれを接続する
接続部材等が必要なくなり、血液回路がより単純化される。したがって、本実施形態の血
液浄化器は、より過誤防止に寄与し、また、部品点数が少ないため製造コストが削減され
、血液浄化処理ごとに廃棄される部材がより少なく経済性にも優れている。
【００２０】
　ここで、本願明細書において、「動脈側端部」とは、血液浄化器のうち、実質的に体外
循環血液を浄化する機能を有する部分（以下、「血液浄化部」ともいう。図において符号
２１６で示す。）よりも上流にあたる部分をいい、「静脈側端部」とは、血液浄化器のう
ち、血液浄化部よりも下流にあたる部分をいう。動脈側端部及び静脈側端部は、本体容器
とは別の部品、例えば蓋等であってもよく、本体容器と一体に形成された部分であっても
よい。なお、血液浄化器の本体容器の形状は特に限定されず、例えば筒状、典型的には円
筒状である。
【００２１】
　図１及び２に模式的に示すように、本実施形態において血液浄化部（２１６）は単一で
ある。ここで、「単一」の血液浄化部とは、実質的に体外循環血液を浄化する機能を有す
る部分が、物質不透過性の部材で隔てられておらず連続することを意味する。より好まし
くは、実質的に体外循環血液を浄化する機能を有する部分は：血液浄化部の全体にわたっ
て実質的に同じ目的で使用され；実質的に同じ機能を提供することができ；及び／又は実
質的に均一な材料から構成されている。一実施形態において、実質的に体外循環血液を浄
化する機能を有する部分は、中空糸の束である。より好ましくは、中空糸の束は：血液浄
化部の全体にわたって実質的に同じ目的で使用され；実質的に同じ機能を提供することが
でき；及び／又は実質的に均一な材料から構成されている。本実施形態の血液浄化器は、
動脈側端部及び／又は静脈側端部に補液入口を有することに加えて、血液浄化部が単一で
あることにより、血液浄化システムを単純化することができ、したがってより過誤防止に
寄与し、また、部品点数が少ないため製造コストが削減され、血液浄化処理ごとに廃棄さ
れる部材がより少なく経済性にも優れる。
【００２２】
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　一実施形態において、単一の血液浄化部は、図１及び２に模式的に示すように、動脈側
端部と静脈側端部との間に存在する。したがって、補液入口は、単一の血液浄化部よりも
、体外循環血液の流れからみて上流及び／又は下流に存在し、血液浄化部の途中には存在
しないことが好ましい。
【００２３】
　一実施形態において、本実施形態の血液浄化器は、補液入口に補液を直接供給するため
の少なくとも１つの補液供給流路を有する血液浄化装置とともに用いられることが好まし
い。「補液入口に補液を直接供給する…補液供給流路」とは、後述する補液圧力測定手段
によって補液の圧力を測定することで、体外循環血液の流れの異常を検出することができ
るように構成された流路であることを意図している。したがって、限定されないが、補液
供給流路のうち、補液が体外循環血液の流れに至るまでの間に、送液ポンプ、任意の補液
ろ過手段等を有する場合、これらを介して補液圧力測定手段を設けても、圧力によって体
外循環血液の流れの異常を検出することができない。したがって、例えば、補液入口に対
し、送液ポンプ及び／又は任意の補液ろ過手段より上流にあたる部分など、補液圧力測定
手段を設けても体外循環血液の流れの異常を検出することができない部分は、「補液入口
に補液を直接供給する…補液供給流路」には該当しない。それらより下流であって、補液
入口よりも上流にあたる部分が、「補液を直接供給する…補液供給流路」に該当する。本
実施形態の血液浄化器は、血液浄化部が単一であることに加えて、このような「補液入口
に補液を直接供給する…補液供給流路」を有する血液浄化装置とともに用いられる場合、
血液浄化システムをより単純化することができ、したがってより過誤防止に寄与し、また
、部品点数が少ないため製造コストが削減され、血液浄化処理ごとに廃棄される部材がよ
り少なく経済性にも優れる。
【００２４】
〈血液入口及び血液出口〉
　本実施形態の血液浄化器は、動脈側端部に血液入口を有し、静脈側端部に血液出口を有
しており、体外循環血液を通すことができる。血液浄化処理の際には、血液入口に血液入
口管状部材が接続され、血液出口には血液出口管状部材が接続されて血液回路を構成し、
体外循環血液が流れることができる。
【００２５】
〈補液入口〉
　本実施形態の血液浄化器は、その動脈側端部及び静脈側端部のうち少なくとも一方に補
液入口を有していればよい（図１（ｉ）又は（ｉｉ））。これによって、血液入口管状部
材及び血液出口管状部材のうち少なくとも一方における補液入口管状部材（４０５）及び
その接続部材（４０７）が必要なくなるため、血液回路を単純化することができ、過誤防
止に寄与し、経済性に優れる。
【００２６】
　本実施形態の血液浄化器は、動脈側端部及び静脈側端部の両方に補液入口を有すること
が好ましい（図１（ｉｉｉ））。これによって、血液入口管状部材及び血液出口管状部材
の両方における補液入口管状部材（４０５）及びその接続部材（４０７）が必要なくなる
ため、血液回路をより単純化することができ、過誤防止に寄与し、経済性に優れる。また
、動脈側端部及び静脈側端部の両方に補液入口を有する血液浄化器は、それ自体で前希釈
法及び後希釈法のいずれの血液浄化処理にも使用することができるため、汎用性が高い。
【００２７】
　本実施形態の血液浄化器とともに、補液入口をもたない血液回路を使用してもよく、補
液入口をもつ血液回路を使用してもよく、又はこれらを組み合わせて使用してもよい。す
なわち、本実施形態の、動脈側端部及び／又は静脈側端部に補液入口を有する３通りの血
液浄化器（図１（ｉ）、（ｉｉ）及び（ｉｉｉ））に対して、それぞれ、補液入口をもつ
又はもたない２通りの血液入口管状部材と、補液入口をもつ又はもたない２通りの血液出
口管状部材との組合せが考えられる。
【００２８】
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　例えば、動脈側端部に補液入口を有する血液浄化器（図１（ｉ））と、補液入口をもた
ない血液入口管状部材と、補液入口をもつ血液出口管状部材とを組み合わせて使用しても
よい。この場合、血液入口管状部材を単純化することができ、過誤防止に寄与し、経済性
に優れる。また、前希釈法及び後希釈法のいずれの血液浄化処理にも使用することができ
るため汎用性が高い。あるいは、静脈側端部に補液入口を有する血液浄化器（図１（ｉｉ
））と、補液入口をもつ血液入口管状部材と、補液入口をもたない血液出口管状部材とを
組み合わせて使用してもよい。この場合、血液出口管状部材を単純化することができ、過
誤防止に寄与し、経済性に優れる。また、前希釈法及び後希釈法のいずれの血液浄化処理
にも使用することができるため汎用性が高い。
【００２９】
　他の例として、動脈側端部及び静脈側端部の両方に補液入口を有する血液浄化器（図１
（ｉｉｉ））と、補液入口をもたない血液回路とを組み合わせて使用することが好ましい
。この場合、血液入口管状部材及び血液出口管状部材の両方を単純化することができ、過
誤防止に寄与し、経済性に優れる。また、前希釈法及び後希釈法のいずれの血液浄化処理
にも使用することができるため汎用性が高い。
【００３０】
〈補液入口管状部材〉
　本実施形態の血液浄化器は、動脈側端部及び／又は静脈側端部の補液入口に接続された
補液入口管状部材をさらに有してもよい。補液入口管状部材は、使用時に、血液浄化装置
の補液供給流路に接続され、補液を流すことができる。
【００３１】
　血液浄化器が、動脈側端部及び／又は静脈側端部の補液入口に接続された補液入口管状
部材をさらに有する場合、体外循環血液を送液するポンプの脈流等に起因して体外循環血
液が血液浄化装置の補液供給流路へと流入することを効果的に防ぐことができる。したが
って、血液浄化装置を繰り返し使用する際の交差感染等のリスクを効果的に低減すること
ができる。
【００３２】
　血液浄化器の動脈側端部及び静脈側端部の補液入口に補液入口管状部材が接続されてい
る場合、使用前において、補液入口管状部材は共に接続されて、閉じた補液回路を構成し
ていてもよい。補液入口管状部材が閉じた補液回路を構成している場合、輸送及び保管時
における血液浄化器内への菌等の汚染物質の侵入を効果的に防止することができる。この
場合、使用時に補液入口管状部材同士の接続が解かれ、血液浄化装置の補液供給流路へと
接続されて、補液が流れる。
【００３３】
〈混合手段〉
　本実施形態の血液浄化器は、動脈側端部及び／又は静脈側端部に、体外循環血液と補液
入口から流入する補液とを均一に混合するための混合手段をさらに有していてもよい。
【００３４】
　動脈側端部が混合手段を有することにより、体外循環血液と補液との混合が促進され、
血液の浄化をより均一に行うことができ、また、血液浄化器の機能低下を低減する効果も
期待できる。静脈側端部が混合手段を有することにより、体外循環血液と補液との混合が
促進され、患者への負担を軽減することができる。
【００３５】
　混合手段は特に限定されず、当業者であれば、任意の適切な手段を選択することができ
る。例えば、混合手段としては、安全性、製造の容易性等の観点から、駆動部を有しない
混合手段であることが好ましい。駆動部を有しない混合手段としては、例えば邪魔板や突
起等の障害物を設けること、及び一般にスタティックミキサーと呼ばれる構造を設けるこ
と等が挙げられる。なお、かかる混合手段は、補液入口の形状と上記端部の形状とが相俟
って血液と補液とが混合される態様を排除するものではない。
【００３６】
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〈内部空間〉
　本実施形態の血液浄化器は、動脈側端部及び／又は静脈側端部に、血液浄化の間に混入
又は発生する気体を捕獲することができる所定容量をもつ内部空間を有していてもよい。
【００３７】
　従来、図４に示すように、患者の体内に気体が流入しないよう、血液入口管状部材及び
／又は血液出口管状部材上にドリップチャンバー（４０３）を設けて、血液浄化の間に混
入又は発生する気体を捕獲する必要があった。特に、血液出口管状部材は、患者の体内に
戻る血液が流れるため、血液出口管状部材上のドリップチャンバーは重要であった。これ
に対して、本実施形態において、血液浄化器の動脈側端部及び／又は静脈側端部が上記の
ような内部空間を有することにより、従来必要であった図４に示すドリップチャンバーを
設ける必要がなくなり、血液回路がより単純化され、作業負担をより軽減することができ
、より過誤防止に寄与する。また、血液と空気との接触が減り、血液の凝固が低減される
。さらに、部品点数が少ないため製造コストが削減され、血液浄化処理ごとに破棄される
部材をより少なくすることができ、より経済性に優れる。
【００３８】
　所定容量としては、以下に限定されないが、例えば５ｃｃ以上３０ｃｃ以下とすること
ができる。
【００３９】
〈薬剤投入口〉
　本実施形態の血液浄化器は、動脈側端部に薬剤投入口（図示せず）をさらに有していて
もよい。血液浄化処理の際には、血液と空気との接触による体外循環血液の凝固を防止す
るため、抗凝固薬を投入することがある。従来は、血液入口管状部材等に薬剤投入口（図
示せず）が設けられていた。これに対して、本実施形態において、血液浄化器の動脈側端
部に薬剤投入口をさらに有する場合、従来の薬剤投入口が必要なくなり、血液回路がより
単純化され、過誤防止に寄与する。
【００４０】
〈血液浄化器の種類〉
　本実施形態において、血液浄化器の種類は、血液を浄化することができれば特に限定さ
れない。本願明細書において、「血液の浄化」（「血液浄化処理」ともいう。）は、血液
中から余分な水分や老廃物等を取り除くことを含む処理をいう。血液中から余分な水分や
老廃物等を取り除く原理としては、拡散、濾過、及び吸着等が挙げられる。本実施形態に
おいて、血液浄化処理は、以下に限定されないが、拡散、濾過、吸着、及びこれらの組合
せによる浄化を包含し、本実施形態の血液浄化器は、何れの血液浄化処理にも使用するこ
とができる。
【００４１】
　本実施形態の血液浄化器は、体外循環血液を吸着材に接触させて血液を浄化する吸着型
血液浄化器であってもよい。
【００４２】
　本実施形態の血液浄化器は、体外循環血液を濾過して血液を浄化する血液濾過器であっ
てもよい。
【００４３】
　本実施形態の血液浄化器は、体外循環血液に透析液を接触させて血液を浄化する血液透
析器であってもよい。血液透析器は、拡散の原理を利用して、又は拡散とともに濾過を組
み合わせて血液を浄化することができる。本願明細書において、用語「血液透析器」は、
拡散とともに濾過を組み合わせて血液を浄化する、いわゆる「血液透析濾過器」を包含す
る。
【００４４】
　本実施形態の血液浄化器が、体外循環血液に透析液を接触させて血液を浄化する血液透
析器である場合、血液透析器は、透析液入口及び透析液出口（図１において図示せず）を
更に有していてもよい。たとえば、血液透析器の本体容器に、典型的には本体容器の側面
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に、透析液入口及び透析液出口を設けることができる。
【００４５】
　本実施形態の血液浄化器は、中空糸の内側を流れる体外循環血液に、中空糸の外側を流
れる透析液を接触させて血液を浄化する中空糸型血液透析器であってもよい。
【００４６】
《血液浄化装置》
　本実施形態の血液浄化器は、体外循環血液へ補液を供給することができる血液浄化装置
とともに用いることができる。
【００４７】
　血液浄化装置は、一般に、繰り返し使用可能である。ここで、「繰り返し使用可能」と
は、２回以上の血液浄化処理に使用できることをいうが、使用者の選択により１回のみ使
用することを排除するものではない。本願明細書において、血液浄化装置は繰り返し使用
可能である点において、血液浄化処理ごとに使い捨てとなる血液浄化器、及びこれに付随
する使い捨ての部品等とは区別することができる。
【００４８】
〈補液供給流路〉
　本実施形態の血液浄化器と共に用いられる血液浄化装置は、血液浄化器の動脈側端部及
び／又は静脈側端部に設けられた補液入口に補液を供給するための少なくとも１つの補液
供給流路を有するものであってよい。補液供給流路は、使用時に、血液浄化器の補液入口
と接続され、補液が流れることができる。
【００４９】
　本実施形態の血液浄化器と共に用いられる血液浄化装置の補液供給流路は、２系統あっ
てもよい。血液浄化装置の補液供給流路が２系統あることにより、１の系統は、浄化前の
体外循環血液に補液を供給し、他の系統は、浄化後の体外循環血液に補液を供給すること
ができる。したがって、血液浄化処理の目的や段階に応じて、補液の供給位置を適宜切り
換えることができ、汎用性及び利便性が高くなる。
【００５０】
　また、血液浄化装置の補液供給流路が２系統あることにより、血液浄化処理前に血液浄
化器側を補液等で満たすプライミング作業、及び血液浄化処理後に血液浄化器内に残った
血液を回収する血液回収作業において、以下の利点を有する。すなわち、プライミングを
行う際に、１の系統から補液等を供給しつつ、他の系統から血液回路内の空気及び補液等
を回収することができるため、血液回路をつなぎ替えることなしに、簡単にプライミング
を行うことができる。また、血液回収時には、浄化前の体外循環血液に補液を供給するた
めの１の系統から補液を供給することにより、血液回路をつなぎ替えることなしに、簡便
に血液を回収することがきる。さらに、従来必要であった図４に示すプライミングライン
（４０６）、及びそれに伴う接続部材（４０７）等が必要なくなり、血液回路が単純化さ
れる。
【００５１】
　血液浄化装置の補液供給流路が２系統ある場合、補液供給流路は、それぞれ独立した送
液手段を有していてもよい。補液供給流路がそれぞれ独立した送液手段を有する場合、血
液浄化装置は、血液浄化処理の目的や段階に応じて、補液の供給量を適宜設定することが
できるため、汎用性及び利便性が高くなる。
【００５２】
　補液としては、体外循環血液に対して供給される液体であれば限定されず、例えば、生
理食塩水が挙げられる。透析液を使用する血液浄化処理においては、後述するように、透
析液を補液として供給してもよい。
【００５３】
　補液供給源は、血液浄化装置内に備えられた容器であってもよく、血液浄化装置とは別
に設けられた供給源、例えば補液の入った瓶や補液バッグ等であってもよい。補液を送液
するための送液手段は限定されず、あらゆる送液ポンプ、例えばチュービングポンプを使
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用することができる。
【００５４】
〈補液圧力測定手段〉
　本実施形態の血液浄化器と共に用いられる血液浄化装置は、補液入口に補液を直接供給
するための少なくとも１つの補液供給流路と、体外循環血液の流れの異常を検出するため
の、補液供給流路を流れる補液の圧力を測定する補液圧力測定手段とを有する、血液浄化
装置であってよい。
【００５５】
　図４に示すように、従来は、血液の流れの異常を検出するために、圧力測定用管状部材
（４０４）が、血液回路上に設けられたドリップチャンバー（４０３）に接続されている
。この圧力測定用管状部材は、血液に触れることがないようドリップチャンバーの上部に
接続され、ドリップチャンバー内の気相に通じている。従来、使用時には、圧力測定用管
状部材に圧力測定装置（図示せず）が接続され、ドリップチャンバー内の気相を介して体
外循環血液の流れの異常を検出していた。したがって、従来は、圧力測定用管状部材自体
、及び圧力測定管状部材を取り付けるための接続部材（４０７）等が必要であった。また
、血液浄化処理前に、圧力測定装置を圧力測定用管状部材に接続し、血液浄化処理後に取
り外す作業が必要であり、作業負担を増大させていた。
【００５６】
　また、従来、圧力測定用管状部材（４０４）は、圧力測定手段から血液回路内へと菌等
の汚染物質が侵入しないようにするため、及び血液回路から圧力測定手段側へと血液等が
漏出しないようにするために、疎水性フィルター（４０８）を有している。疎水性フィル
ターが濡れてしまうとドリップチャンバー内の圧力を測定することができなくなるため、
血液浄化処理前に疎水性フィルターを濡らさないよう配慮しなければならず、また、血液
浄化処理中に疎水性フィルターが濡れないよう監視する必要があった。しかしながら、血
液回路等が適切に接続されていないこと等に起因して、ドリップチャンバー内の気相の空
気が漏れて、血液回路内の血液や補液で疎水性フィルターが濡れてしまうおそれがある。
そして、いったん疎水性フィルターが濡れてしまえば、新品の血液回路と交換しなければ
ならならず、このことは作業負担を増大させていた。
【００５７】
　これに対して、血液浄化装置が、補液入口に補液を直接供給するための少なくとも１つ
の補液供給流路と、体外循環血液の流れの異常を検出するための、補液供給流路を流れる
補液の圧力を測定する補液圧力測定手段とを有することによって、従来必要であった図４
に示す圧力測定用管状部材やそれに伴う接続部材、及び疎水性フィルター等が必要なくな
り、血液回路がより単純化される。また、ドリップチャンバーの気相を介さずに、液体で
ある補液の圧力を測定することができるため、ドリップチャンバー内に圧力測定のための
気相を予め設けておく必要がなく、血液と気相との接触面積を低減することができる。し
たがって、血液浄化処理前の機材の接続及び血液浄化処理後の機材の取り外し、並びに疎
水性フィルターの取扱い等にかかる作業負担を軽減することができ、したがってより過誤
防止に寄与し、また、血液と空気との接触が減り、血液の凝固が低減され、さらに、部品
点数が少ないため製造コストが削減され、血液浄化処理ごとに廃棄される部材がより少な
く経済性にも優れる。
【００５８】
　本願明細書において、体外循環血液に「補液を直接供給する…補液供給流路」とは、補
液圧力測定手段によって補液の圧力を測定することで、体外循環血液の流れの異常を検出
することができるように構成された流路であることを意図している。したがって、限定さ
れないが、補液供給流路が送液ポンプ、任意の補液ろ過手段等を有する場合、これらを介
して補液圧力測定手段を設けても、圧力によって体外循環血液の流れの異常を検出するこ
とができない。したがって、例えば、補液入口に対し、送液ポンプ及び／又は任意の補液
ろ過手段より上流にあたる部分など、補液圧力測定手段を設けても体外循環血液の流れの
異常を検出することができない部分は、「補液を直接供給する…補液供給流路」には該当
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しない。それらより下流であり、補液入口より上流にあたる部分が、「補液を直接供給す
る…補液供給流路」に該当する。
【００５９】
　補液圧力測定手段の位置は、血液浄化装置の、体外循環血液に補液を直接供給するため
の補液供給流路上であれば特に限定されない。体外循環血液に補液を直接供給するための
補液供給流路が血液浄化装置の筐体の外側に伸びている場合には、血液浄化装置の筐体の
外側に補液圧力測定手段が設置されていてもよい。
【００６０】
　補液圧力測定手段としては、液体である補液の圧力を測定することができれば、任意の
圧力計を使用することができる。補液圧力測定手段としては、以下に限定されないが；弾
性圧力計、例えば、ブルドン管圧力計、ダイアフラム圧力計、ベロー圧力計、チャンバ圧
力計；並びに非弾性圧力計、例えば、液柱圧力計、及び重錘圧力計等が挙げられる。
【００６１】
　体外循環血液の流れが異常であるか否かは、当業者であれば、患者や血液浄化処理の条
件等に合わせて適切に判断することができる。例えば、補液の圧力が、定常状態の値から
所定値以上変動したとき、血液の流れが異常であると判断することができる。血液浄化装
置は、体外循環血液の流れが異常であるか否かを自動的に判断する制御装置をさらに有し
てもよい。制御装置は、体外循環血液の流れが異常であると判断したときに、作業者に知
らせるための表示を提供してもよい。
【００６２】
〈透析液供給流路及び透析液回収流路〉
　本実施形態の血液浄化器と共に用いられる血液浄化装置は、血液浄化器に透析液を供給
するための透析液供給流路、及び血液透析器から透析液を回収するための透析液回収流路
をさらに有していてもよい。血液浄化装置が、血液浄化器に透析液を供給するための透析
液供給流路、及び血液透析器から透析液を回収するための透析液回収流路をさらに有する
ことにより、ＨＤ及びＨＤＦ等による血液透析処理にも使用することができ、汎用性が高
くなる。
【００６３】
　本実施形態の血液浄化器と共に用いられる血液浄化装置は、透析液を補液として体外循
環血液に供給するオンライン型血液浄化装置であってよい。透析液を補液として体外循環
血液に供給する血液浄化処理は、一般に「オンライン型」血液浄化処理ともよばれる。ま
た、補液の供給源が血液浄化装置とは別に設けられている、例えば瓶や補液バッグに入っ
た補液を供給する血液浄化処理は、一般に「オフライン型」血液浄化処理とも呼ばれる。
血液浄化装置は、補液供給流路が透析液供給流路から分岐しており、透析液を補液として
体外循環血液に供給することができる場合、オンライン型血液浄化処理にも使用すること
ができるため、汎用性が高くなる。
【００６４】
　透析液としては、体外循環血液に接触させて血液中から余分な水分や老廃物等を取り除
くことができれば、特に限定されない。透析液としては、例えば、生理食塩水が挙げられ
る。透析液を補液として使用してもよい。透析液を送液する手段は限定されず、任意の送
液ポンプ、例えばチュービングポンプを使用することができる。
【００６５】
《実施形態》
　以下、図面を参照しながら、本発明の好ましい実施形態を説明するが、本発明は、以下
の好ましい実施形態に限定されるものではない。
【００６６】
　図２は、本発明の好ましい実施形態における血液浄化器の断面を示す模式図である。図
２において、血液浄化器（２００）は、筒状の本体容器（２０８）内に単一の血液浄化部
（２１６）として中空糸の束（２０９）を有し、中空糸の束は、その両端が封止部材（２
１０）によって筒状の本体容器内に固定され、中空糸の内側と外側とが隔てられている。
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なお、説明のため、中空糸の束はその一部のみ記載されている。
【００６７】
　筒状の本体容器は、その両端に、血液入口（２０３）及び補液入口（２０７）をもつ動
脈側端部（２０１）と、血液出口（２０４）及び補液入口（２０７）をもつ静脈側端部（
２０２）とを有している。使用時に、血液入口には血液入口管状部材（図示せず）が接続
され、血液出口には血液出口管状部材（図示せず）が接続されて、血液回路を構成し、中
空糸の内側に体外循環血液（３００）を流すことができる。また、補液入口には、それぞ
れ補液入口管状部材（２１５）が接続されており、補液入口管状部材は、使用時に、それ
ぞれ血液浄化装置（１００）の２系統の補液供給流路（１０１）に接続され、補液を流す
ことができる。本体容器は、その側面に透析液入口（２１１）及び透析液出口（２１２）
を有し、使用時に、中空糸の外側と本体容器の内側と、封止部材とで囲まれた空間に透析
液を流すことによって、体外循環血液を、中空糸を介して透析液と接触させることができ
る。
【００６８】
　また、血液浄化器は、動脈側端部の内部に混合手段（２１３）を有しており、血液が中
空糸の内部を通る前に、体外循環血液と補液入口から流入する補液とを均一に混合するこ
とができる。さらに、血液浄化器は、動脈側端部及び静脈側端部に、血液浄化の間に混入
又は発生する気体を捕獲することができる所定容量をもつ内部空間（２１４）を有してい
る。
【００６９】
　図３は、本発明の好ましい実施形態における血液浄化器、及びこれと共に用いられる血
液浄化装置の模式図である。図３において、血液浄化装置（１００）は、体外循環血液（
３００）に透析液を接触させて血液を浄化する血液浄化器（２００）と共に用いられる、
繰り返し使用可能な血液浄化装置である。血液浄化装置は、体外循環血液に補液を直接供
給するための補液供給流路（１０１）を２系統有しており、２系統の補液供給流路は、そ
れぞれ独立した送液ポンプ（１０６）を有し、補液の流量を独立して制御することができ
る。血液浄化装置は、それぞれの補液供給流路上に、体外循環血液の流れの異常を検出す
るための、補液供給流路を流れる補液の圧力を測定する補液圧力測定手段（１０２）を有
している。また、血液浄化装置は、血液透析器に透析液を供給するための透析液供給流路
（１０３）、及び血液透析器から透析液を回収するための透析液回収流路（１０４）をさ
らに有している。２系統の補液供給流路はそれぞれ透析液供給流路から分岐しており、し
たがって、血液浄化装置（１００）は、透析液供給源（１０５）からの透析液を補液とし
て体外循環血液に供給することができる、オンライン型血液浄化装置である。
【００７０】
　本発明の好ましい実施形態によれば、図４に示すような従来の血液回路において必要で
あった補液入口管状部材（４０５）、圧力測定用管状部材（４０４）、ドリップチャンバ
ー（４０３）、プライミングライン（４０６）、疎水性フィルター（４０８）、及びこれ
らに伴う接続部材（４０７）等が必要なくなる。また、体外循環血液の流れの異常を、液
体である補液の圧力を測定することで直接検出することができる。したがって、本発明の
好ましい実施形態による血液浄化器は、血液浄化処理前の機材の接続及び血液浄化処理後
の機材の取り外し、並びに疎水性フィルターの取扱い等にかかる作業負担をより軽減する
ことができ、したがってより過誤防止に寄与し、また、血液と空気との接触が減り、血液
の凝固が低減され、さらに、部品点数が少ないため製造コストが削減され、血液浄化処理
ごとに廃棄される部材がより少なく経済性にも優れていることが分かる。
【符号の説明】
【００７１】
　１００　　血液浄化装置
　１０１　　補液供給流路
　１０２　　補液圧力測定手段
　１０３　　透析液供給流路
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　１０４　　透析液回収流路
　１０５　　補液（透析液）供給源
　１０６　　送液ポンプ
　２００　　血液浄化器
　２０１　　動脈側端部
　２０２　　静脈側端部
　２０３　　血液入口
　２０４　　血液出口
　２０７　　補液入口
　２０８　　本体容器
　２０９　　中空糸の束
　２１０　　封止部材
　２１１　　透析液入口
　２１２　　透析液出口
　２１３　　混合手段
　２１４　　内部空間
　２１５　　補液入口管状部材
　２１６　　血液浄化部
　３００　　体外循環血液
　４００　　血液回路
　４０１　　血液入口管状部材
　４０２　　血液出口管状部材
　４０３　　ドリップチャンバー
　４０４　　圧力測定用管状部材
　４０５　　補液入口管状部材
　４０６　　プライミングライン
　４０７　　接続部材
　４０８　　疎水性フィルター
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